
総 税 都 第 １ ５ 号

令 和 ２ 年 ４ 月 １ 日

各道府県総務部長
殿

東京都主税局長

総務省自治税務局長

（ 公 印 省 略 ）

「軽油引取税の課税免除について」の一部改正について

「軽油引取税の課税免除について」（平成２１年４月１日付け総税都第２０号）の一部を別添

のとおり改正しますので、適切に対処されますようよろしくお願いします。

（改正理由）

電気供給業を営む者が汽力発電装置の助燃の用途に供する軽油の引取りに係る課税免除の特例

措置については令和２年３月３１日をもって廃止されたことから、同特例措置に係る規定を削除

するなど、所要の改正を行うもの。
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軽油引取税の課税免除についての一部改正新旧対照表

改 正 後 改 正 前

一～五 略 一～五 略

六 鉱工業等の用途（法附則第１２条の２の７①Ⅴ、令附則第１０条の２の２⑦） 六 鉱工業等の用途（法附則第１２条の２の７①Ⅴ、令附則第１０条の２の２⑦）

（一）及び（二） 略 （一）及び（二） 略

（三） 電気供給業

（１） 「電気供給業を営む者」とは、十電力会社及びこれ以外の発電事業を行

っている者も全て含まれるものであること。

（２） 「汽力発電装置の助燃（軽油専焼バーナー及び重油加熱バーナーによる

ものに限る。）」とは、火力発電所における汽缶起動時において、火炉に

備え付けてある軽油バーナーに点火し、これにより重油バーナーさらに微

粉炭バーナーに点火する場合の軽油専焼バーナーをいい、重油に点火する

場合には、重油を早急に燃焼させるため蒸気によって加熱するのであるが

、この場合において軽油バーナーによって、蒸気を発生させるボイラー装

置（所内機関という。）に設備されたバーナーをいうものであること。

（三）～（十 ） 略 （四）～（十一） 略

（十一） 木材加工業（規則附則第４条の７⑦） （十二） 木材加工業（規則附則第４条の７⑦）

（１）～（９） 略 （１）～（９） 略

（10） 「木材防腐処理業を営む者」とは、専ら防腐の措置を施した木材（産業 （10） 「木材防腐処理業を営む者」とは、専ら防腐の措置を施した木材（工業

標準化法（昭和２４年法律第１８５号）に基づく日本産業規格Ａ９００２ 標準化法（昭和２４年法律第１８５号）に基づく日本工業規格Ａ９００２

（木質材料の加圧式保存処理方法）に適合する処理方法により防腐の措置 （木質材料の加圧式保存処理方法）に適合する処理方法により防腐の措置

を施したものに限る。）を製造する事業を営む者がこれに該当するもので を施したものに限る。）を製造する事業を営む者がこれに該当するもので

あること。 あること。

（11） 略 （11） 略
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（十二）～（十四） 略 （十三）～（十五） 略


